
期間：����年  � 月� 日 ( 月 ) ～ �月��日 (火 )

生鮮食品
瓶詰
包装・外装が破損している食品
包装や外装をほかのものに
移し替えた食品(米を除く)

健康食品・保健機能食品
（サプリメントやプロティンなど)

寄贈先：寄 付していただ いた食 品 は、認 定 N P O 法 人 セ カンド
ハ ー ベ スト・ジャパ ン をとおして「フード フォー  キッズ」を
利 用しているひとり親 世 帯で暮らす子 どもたちや 、食 べ 物 を
必 要としている人 々に届 けられます。


